
  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「事務の共同実施だより」 

★共同実施だより『しろいし』は Web でもご覧になれます。 

http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/  

↑たくさんのアクセスお待ちしております。 

携帯でもご覧になれます。 

バーコードリーダー機能を使って

読み込んで下さい。 

 

 

  
平成 27 年 11 月 20 日 

第 46 号 

白石町学校運営支援室 

事務の共同実施だより 

  

 

【年末調整の季節となりました。】 

 今年も「年末調整の書類」を提出されたかと思いますが、そもそも年末調整とはなんでしょうか？ごくご

く簡単に言うと 

【１月から１２月の１年間に天引きされた所得税の過不足を調整する仕組み】 

のことです。所得税額は、扶養親族がいたり、保険料を払っていることで安くなります。また、所得制限を

オーバーした扶養親族をうっかりそのまま控除してしまったりすると、後日追徴が行われ、思わぬ出費がか

さんでしまうこともあります。正しく申告して、適正な納税を行いましょう。調整は１２月の給与で行われ

ますので、給与明細のチェックもお忘れなく。 

 また、所得制限ギリギリのアルバイトやパートなどをしている扶養親族については特に注意！年末に臨時

ボーナスなどの支給がなかったのか、何気なく探りを入れることをおススメします。もし、申告内容に変更

があった場合は、すみやかに事務職員へもお知らせください。 

 

今回の「しろいし」は拡大版でお伝えします。年末調整そしてマイナンバーについての説明があります。

ミニコーナー（六角小学校）についても掲載していますので、ぜひご覧ください！ 

白石町に転入して 7 カ月が過ぎました。毎日、白石平野の広々とした風景に心癒されながら通勤してお

ります。 

歴史のある六角小はその昔、鍋島閑叟公（直正公）のお茶屋跡だったそうで、社会科資料室には貴重な歴

史資料や、オオカミと言い伝えられる白い毛皮も保管されています。 

 

【白石町に来て知ったこと＆驚いたこと】 

・真夏に稲刈り風景を見ることができる。 

8 月初旬に有名な「七夕コシヒカリ」の収穫が行われます。 

・おくんち料理の筑前煮『にじゃあ』に、白石地区では赤貝を入れる。 

白石では、赤貝が入っていないものは本物の『にじゃあ』とは呼べないそうです。 

・校外学習で『テンペ工場』の見学に行く際には、前日から納豆を食べてはいけない。 

納豆菌のほうが強いのでテンペの品質に影響あり？？ 

 

新しい地区へ転勤して、慣れるまでしばらくは不安とストレスに見舞われますが、 

新たな出会いと、同じ佐賀県内でも風習や文化の違いを感じながら勤務することが出来て本当にありがた

いことだと思います。どうぞよろしくお願いします。  

 

今回のミニコーナーは、しっかり者の宮原さんです。 

六角小学校でも多くの先生方から頼りにされている

ことと思います！ 

 

 



 

マイナンバー制度について 

今月号では、制度の主な内容を簡単にまとめてみました。制度の内容は次のとおりです。 
なお、平成 27 年 10 月 22 日現在、学校で取り扱う諸手当の認定事務については、番号法の

規程により、個人番号の収集・保管が認められていないため、個人番号が記載された書類

（住民票等）を提出された場合は、受理することができません。 
１ マイナンバーとは？ 
  平成 27 年 10 月から日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる 12 桁の番号です。 
２ マイナンバーが必要な場面とは？ 
  役所関係の事務で必要となる場合があります。 
  ・社会保険関係（年金、医療、介護、生活保護、児童手当など） 
  ・税務関係（税務署等に提出する各書類など） 
  ・災害対策関係（被災者生活再建支援金の支給など） 
３ マイナンバーで何ができる？ 
  住民情報をより正確かつ効率的に活用できるようになります。 
４ マイナンバー通知について覚えておきたい４つのこと！ 

① 住所確認が大切（マイナンバー通知は住民票記載地に通知されます。） 
② 簡易書留で送付 
③ 個人番号カードは個人申請により発行 
④ 個人番号カードの受け取りは無料 

５ 「個人番号カード」とは？ 
  マイナンバーを記載した書類を提出する際、本人確認が「個人番号カード」１枚で完了し

ます。 
６「マイナンバー通知カード」と「個人番号カード」の違いは？ 

                 「マイナンバー通知カード」では本人確認はできませんが、「個人番号カード」は本人 
確認ができます。 

 

 

★共同実施だより『しろいし』は Web でもご覧になれます。 

http://shiroishijimu.blog17.fc2.com/  

↑たくさんのアクセスお待ちしております。 

携帯でもご覧になれます。 

バーコードリーダー機能を使って

読み込んで下さい。 

 
 マイナンバー制度のお問い合わせは 0120-95-0178 まで 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 


